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告 示

島根県告示第274号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の３第１号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

実施する事業 指定年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社 折 大田市久手町刺鹿2731－ 居宅療養管理 久手薬局 大田市久手町刺鹿2731－ 平成28年３

井 ２ 指導 ２ 月１日

株式会社 折 大田市久手町刺鹿2731－ 介護予防居宅 久手薬局 大田市久手町刺鹿2731－ 平成28年３

井 ２ 療養管理指導 ２ 月１日

有限会社ホー 出雲市斐川町上直江2139 通所介護 有限会社ホームケア 出雲市斐川町上直江2139 平成28年４

ムケアー島根 －135 ー島根 デイサービ －135 月１日

ス きらく

有限会社ホー 出雲市斐川町上直江2139 介護予防通所 有限会社ホームケア 出雲市斐川町上直江2139 平成28年４

ムケアー島根 －135 介護 ー島根 デイサービ －135 月１日

ス きらく

島根県告示第275号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者及び同法第53条第１項の指定介護予防サ

ービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条第１号及び第115条の10第１号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称又は氏名 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

社会医療法人 仁寿会 訪問介護 ホームヘルパーステー 大田市長久町長久ハ24－６ 平成28年４月１日

介護予防訪問介護 ション ながひさ

島根県告示第276号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の医師を次のとおり指定したので、身体障害者福祉法施行細

則（昭和34年島根県規則第17号）第２条の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医師の氏名 診療科目 指定年月日
従事する医療機関

名 称 所 在 地

木下 香織 リハビリテーション科 松江赤十字病院 松江市母衣町200番地 平成28年２月29日

美川 達郎 内科 豆の木在宅診療所 出雲市浜町536番地３号 平成28年２月29日
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島根県告示第277号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福祉

サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第51条第１号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

株式会社ソーシャルプランニ 居宅介護 西出雲ヘルパーステー 出雲市東園町725－３ ふり 平成27年10

ングネットワーク 重度訪問介護 ション ーぷらす東園501 月１日

特定非営利活動法人浜田自立 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援事業所い 浜田市下府町188－１ 平成27年10

支援センターウェルチャーム なほの郷 月１日

社会福祉法人いわみ福祉会 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型事業 江津市二宮町神主2218－１ 平成27年10

所 フーズくわの木 月１日

医療法人エスポアール出雲ク 就労継続支援Ｂ型 就労支援事業所だんだ 出雲市小山町361－２ 平成27年11

リニック ん 月１日

株 式 会 社 Ｈ ｏ ｍ ｅ 居宅介護 ヘルパーステーション 松江市東津田1357 平成27年11

Ｔｅｒｒａｃｅ 重度訪問介護 彩りテラス～東津田～ 月１日

社会福祉法人津和野町社会福 同行援護 日原訪問介護事業所 鹿足郡津和野町日原14 平成27年11

祉協議会 月22日

社会福祉法人津和野町社会福 同行援護 津和野訪問介護事業所 鹿足郡津和野町森村イ1025 平成27年11

祉協議会 月22日

株式会社ポプリ 居宅介護 ケアセンターポプリ 松江市西川津町748－51 コ 平成27年12

重度訪問介護 ーポだけみ５号室 月１日

特定非営利活動法人プロジェ 就労移行支援 特定非営利活動法人プ 松江市北堀町35－14 平成27年12

クトゆうあい ロジェクトゆうあい 月１日

社会福祉法人島根ライトハウ 同行援護 かんなび園訪問介護事 出雲市斐川町上直江1829－ 平成27年12

ス 業所 １ 月１日

株式会社きずな 同行援護 にこにこヘルパーさん 松江市西津田二丁目９－９ 平成28年１

月１日

有限会社ＫＣサポート 居宅介護 ヘルパーステーション 松江市黒田町38－５ 平成28年１

同行援護 なずな 月12日

株式会社そらまめらんど 就労継続支援Ａ型 キッチンそらまめ 松江市大庭町91－２ 平成28年２

月15日

医療法人正光会 共同生活援助 グループホーム松の実 益田市高津四丁目24番４号 平成28年３

月１日

コニファー株式会社 居宅介護 ヘルパーステーション 出雲市塩冶神前６－１－８ 平成28年３

重度訪問介護 すずらん 月７日

江津コンクリート工業株式会 就労継続支援Ｂ型 アグリプラント甲斐の 江津市都野津町2307－47 平成28年４

社 木 月１日

株式会社あゆみ 短期入所 あゆみの里 飯石郡飯南町頓原1070 平成28年４

月１日

ＮＰＯ法人えんＪＯＹ 生活介護 生活介護事業所スマイ 大田市大田町大田ロ760－１ 平成28年４
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ル 月１日

ＮＰＯ法人えんＪＯＹ 短期入所 短期入所事業所フレン 大田市大田町大田ロ760－１ 平成28年４

ズ 月１日

特定非営利活動法人やさか風 生活介護 多機能型事業所やさか 浜田市弥栄町木都賀イ522番 平成28年４

の里 風の里 地２ 月１日

社会福祉法人さくらの家 就労継続支援Ｂ型 ワークスペースさくら 松江市東忌部町3173－１ 平成28年４

の家 月１日

島根県告示第278号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、

次のとおり指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第51条第２号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

エイコー電子工業株式 居宅介護 訪問介護事業所ゆうゆ 出雲市知井宮町５－１ 平成28年１月19日

会社 重度訪問介護 う広場

医療法人正光会 宿泊型自立訓練 自立訓練施設 松の実 益田市高津四丁目24番４ 平成28年２月29日

短期入所 寮 号

社会福祉法人さくらの 就労継続支援Ｂ型 多機能型事業所さくら 松江市東忌部町3173－１ 平成28年３月31日

家 の家

島根県告示第279号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第47条の規定により、次のと

おり指定障害者支援施設の指定の辞退があったので、同法第51条第３号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 指定辞退年月日

社会福祉法人邑智福祉振興会 くるみ学園 邑智郡邑南町中野3595－18 平成28年３月31日

島根県告示第280号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の指定一般

相談支援事業者を次のとおり指定したので、同法第51条の30第１項第１号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

特定非営利活動法人ふ 地域移行支援 相談支援事業所 ふれ 雲南市木次町新市３番地 平成28年４月１日

れんど 地域定着支援 んど
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島根県告示第281号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の25第２項の規定によ

り、次のとおり指定一般相談支援の事業の廃止の届出があったので、同法第51条の30第１項第２号の規定により告示す

る。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

特定非営利活動法人浜田自立支 地域移行支援 相談支援事業所 浜田市下府町190 平成28年１月15日

援センターウェルチャーム 地域定着支援 安丞

社会福祉法人みどり福祉会 地域移行支援 ぎば工房ひろせ相 安来市広瀬町広瀬1590 平成28年３月31日

地域定着支援 談支援センター

島根県告示第282号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定により、次のと

おり指定自立支援医療機関の所在地の変更の届出があったので、同法第69条第２号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

指 定 自 立 支 援 医 療 機 関

所 在 地 自立支援医療の種類 変更年月日
名 称

変 更 前 変 更 後

益田市医師会訪問看護ステ 益田市遠田町1956－８ 益田市遠田町3721－12 精神通院医療 平成27年10月１日

ーション

にし出雲訪問看護ステーシ 出雲市知井宮町238 出雲市塩冶町1287－10 育成医療 平成27年12月１日

ョンたんぽぽ 更生医療

訪問看護ステーション浜田 浜田市港町293－２ 浜田市港町294－11 育成医療 平成28年３月14日

更生医療

精神通院医療

島根県告示第283号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の２第１項の指定障害児入所施設を次のとおり指定したので、同法第24条

の18第１号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

福祉型障害児入所施設

事業者の名称 施設の名称 施設の所在地 指定年月日

社会福祉法人邑智福祉振興会 福祉型障害児入所施設 くるみ邑美園 邑智郡邑南町中野3595－18 平成28年４月１日

児童部

島根県告示第284号

 
5



第2,791号 島 根 県 報 平成28年４月８日

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の14の規定により、次のとおり指定障害児入所施設の指定の辞退があった

ので、同法第24条の18第２号の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

福祉型障害児入所施設

事業者の名称 施設の名称 施設の所在地 指定辞退年月日

社会福祉法人邑智福祉振興会 障害児入所施設 くるみ学園 邑智郡邑南町中野3595－18 平成28年３月31日

島根県告示第285号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

松江市鹿島町南講武字小谷445－２、487－２、488－３、488－４、字中山1119－４

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第286号

次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除予定保安林の所在場所

浜田市宇野町2162－２、2163－２、2164－３

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

道路拡幅に伴い、付替えとなる河川管理施設用地とするため

公 告

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農地中間管理機構から次
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のとおり農用地利用配分計画の認可の申請があったので、同条第３項の規定により公告する。

当該申請に係る農用地利用配分計画は、公告の日から２週間島根県農林水産部農業経営課において縦覧に供する。

平成28年４月８日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 申請に係る農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける土地
賃借権の設定等を受ける者

氏名又は名称 住 所

安部 泰 隠岐郡隠岐の島町加茂358 隠岐郡隠岐の島町蛸木山口905外３筆

株式会社 だんだん牧場 隠岐郡隠岐の島町港町大津の二 隠岐郡隠岐の島町加茂西ノ谷465

13－４

農事組合法人 コスモアグリ 隠岐郡隠岐の島町苗代田62 隠岐郡隠岐の島町蛸木山口913外４筆

農事組合法人 都万営農 隠岐郡隠岐の島町都万3543 隠岐郡隠岐の島町都万ケンジキ2682－１外６筆

佐藤 和世 隠岐郡隠岐の島町中村460－１ 隠岐郡隠岐の島町元屋56外３筆

高宮 武士 隠岐郡隠岐の島町都万1647 隠岐郡隠岐の島町新海2275外１筆

２ 申請年月日

平成28年３月25日
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